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1 は じめ に

現 代 国家 を特 徴 づ ける 代 表 的 用 語 と して ｢行 政 国家 ｣が あげ られ る｡ ただ し､

この 用 語 の 持 つ イ メ ー ジ は､ 現 代 の 行 政 国 家 現 象 と考 え られ て い る諸 側 面 の どれ

に注 目す るか に よ っ て､ 両義 性 を 持 つ｡ 一 つ は ｢福 祉 国 家 ｣ の イ メー ジ と結 び つ

き行 政 の 合 理 的 ･計 画 的 傾 向 が 強 調 さ れ､ も う一 つ は官 僚 支 配､ 中央 集 権 イ メー

ジ と結 び つ き反 民 主 的傾 向 が 強 調 され る｡ 本 稿 で は､ さ しあ た り行 政 画家 を 次 の

二 点 の特 徴 を 持 つ 操 作 的 な説 明 概 念 とす る こ とを 前 提 と してお くO す な わ ち､ 一

つ は 立 法 ･司 法 に比 して 行 政 の 機 能 が 相 対 的 に優 位 な 地 位 を獲 得 す る とい う特 徴

で あ り､ も う一 つ は 統治 権 力 の 正 当性 が 行 政 の機 能 に左 右 され る とい う特 徴 で あ

る 日 ) 0

｢行 政 国 家 ｣を こ の よ うに定 義 す る と､ 先 の 二 つ の イ メー ジ と開 通 して､ 統 治

の 正 当性 が 行 政 の 機 能的 合 理 性 に置 き換 え られ る状 況 を どの よ うに理 解 す る か､

が 問 題 とな ろ う｡ す な わ ち､ 現 代 国家 にお い て は､ 社 会 的 ニ ー ズが 質 塵 共 に増 大

して い るが､ これ を 充足 す る た め の行 政 の 行 動 規 範 は､ 議 会 に よ って 付 与 さ れ る

正 当性 にで はな く､ 行 政 独 自の 機 能 性 に求 め られ る よ う に な っ て い る｡ その 結 果､

統 治 の正 当性 (legitimacy)は 行 政行 為 の 有 効 性 (validity) に依 存 す る よ うに

な る (2)｡ 行 政 国家 化 が 自 由主 義 的経 済 秩 序､ 延 い て は､ 資本 主 義.的 社 会経 済 秩

序 の 動 揺 に対 す る対 応 とい う側 面 を持 っ て い る とす れ ば､ 行政 行 為 の 有 効 性 は､

現 存 体 制 の 存 続 に か か わ る こ と にな る｡ な ぜ な ら､ 行 政 の 機 能 性 を 保 証 すべ き行

政 行 為 が 有 効 性 を 持 ち得 るか ど うか､ 行 政 行 為 そ れ 自体 に矛盾 や 限 界 を 内包 して

いな いか ど うか､ は､ 現 存 体 制 そ れ 自体 の 限 界 に 直接 結 び っ く こ と にな るの で は

な い か と考 え られ る ので あ るO

こ の よ うな 問題 関 心 か ら､ 本 稿 で は 戦 後 ア メ リカ行 政 学 にお け る計 画 行 動 諭 〔3‥

'' を 歴 史 的 に概 関 す る｡ なぜ な ら､ 一 般 的 にニ ュ ー デ ィー ル期 の ｢全 般 的管 理 ｣

の 発 想 は行 政 国家 の 出現 と密 接 な 関 わ りを 持 つ と考 え られ､ ま た ｢現 代 行 政 の 構

造 的 特 色 ｣は ｢計 画 ｣ ま た は ｢計 画 行 動 (planning)｣ で あ る と考 え られ る か ら
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で あ る (A)Q この ため､ ここで は､ ニ ュー デ ィー ル期 以 降 のア メ'rr)カ行 政 学 にお

け る計画 行 動 を先 の二 つ の イ メー ジ に関連 させ て整 理 す る と共 に､ 両 者 の 関係 を

考察 す る こ､とに よ っ て､､ 現 代 国家 の正 当性 を担 う行 政 行 為 の問 題 性 を 検討 しよ う

と考 え る もの で あ る｡

1 ニ ュー デ ィー ル期及 び第 二 次 大 戦 直 後 にお け る計画 行 動

周 知 の よ うに､ ア メ リカ にお い て､ 国家 全般 に わ たる社 会的 経 済 的 計画 行 動 が

飛 躍 的 に増 大 し､ 行 政 と計 画 との結 び っ きが 以 前 とは比 べ もの にな らな いほ ど緊

密 に な ったの は､ ニ ュー デ ィー ル か ら第二 次 大戦 の 時期 にか け てで あ る｡ 後 に政

治 行 政 二 分 論 を 集 大 成 した とさ れ るギ ュ- リッ ク (LGulick)は､ 1933年 の ｢政

治､ 行 政 お よび 『ニ ュー デ ィー ル 』 ｣ と題 す る論 文 の な か で､ まだ開 始 間 もな い

ニ ュ ーデ ィー ル と国家機 能 との 関連 につ い て､ 次 の よ う に述べ て い る｡ す な わち

｢我 々 は､ 現 在､ 新 たな 状 況 と新 たな必 要 性 に直 面 して い る｡ 政府 は､ 国家 の経

済生 活 に と って超 持 株会 社 (super-holding company)とな りつつ あ り､ 少 な く

とも あ る程 度 まで は そ うあ り続 け る運･命 にあ る よ うだ｡ この過 程 にお い て政 府が

基 本 的 に果 たすべ き新機 能 は､ 国家 生 活 の 一貫 したマ ス タ ー .プ ラ ンを立 案 し､

それ を 実施 す る とい うこ とで あ る｡ これ は､ 現 在 の機 能 の 新 たな 区分､ す な わち

新 た な権 力 区分 の 理 論 を必 要 とす るで あ ろ う ｣ -:5) とい う こ とで あ る｡

この 主 張 は､ 1937年 の 『行 政 科 学 論 集 』 にお け る ｢能 率 は行 政 の公 理N0.1で あ

る ｣ とい う■ 政治 行 政 二分 論 を最 も端 的 に示 した彼 の主張 と明 らか に矛 盾 す る よ う

に思 われ る く6)｡ この点 につ い て水 口憲 人 は､ 37年 の論 文 は ｢大統 領 委 員 会 の報

告書 に理 論 的 支柱 を 与 え るべ く編 纂 され た ｣ とい う政治 的 制約 が あ り､ ニ ューデ

ィー ル政 策 を め ぐる ｢政 治 的 論 争 に対 して行 政理 論 の価 値 中立 性 を装 う｣必 要 ′性

が あ っ たの で は な い か､ と指 摘 す る (7)｡ 実 際､ 農 業 調 整 法 (AAA)､ 全 国産

業 復 興 法 (NI氏A)は 最 高裁 の違 憲 判 決 を受 け､ 最 高 裁 判所 の 改革 は失敗 し､

CIOの戟 間的行 動 は保 守 派 勢 力 の巻 返 しを生 せ しめ､ 民 主党 内の保 守 派 は福 祉

政策 に抵 抗 した くe)｡ こ う した状 況 下 にお け るア メ リカ で は計 画 と社 会主 義 =全

体 主 義 を同 一視 す る傾 向が あ る｡ ギ ュ - リツ クの 中立 性 の 装 い は､ 大 統 領へ 権 限

を集 中す る よ うな 政 策 を 実現 す るに際 して､ こ う した計 画 =社 会主 義 =全体 主 義

とい う理 解 へ の 配 慮 とい う きわ め て政 治 的 な意 味 を含 ん で いた とい.え よ う｡
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こ の̀ よ うな事 情 は､ 政 府 と計 画 機 能 との 結 び つ きが､ 体 制や 秩 序 形 態 の選 好 と

い う問題 と関 連 して､ イ デ オ ロ ギ ー上 の対 立 状 況､ 単 純 化 す る と､ ｢自由対 計 画 ｣

か 1｢自由の ため の 計 画 ｣か､ とい う対 抗 関 係 の存 在 を 暗 示 す る｡ 前 者 は､ 計 断 を

隷 属 へ の道 とす るハ イエ ク に代 表 され る よ うに､ 計画 を 個 人主 義 に対 抗 す る もの

と しての集 合 主 義 と理解 す る (9)O これ を 行 政機 能 との 関 連 で と らえ る と-､ 行 政

の議 会 に対 す る従 属 を行 政 責任 の 本 質 とみ な し､ 行 政 機 能 それ 自体 の 拡 大 を 問題

と した フ アイ ナ - (H.Finer)の 責任 論 と結 び つ くで あ ろ う (川)｡ 後 者 は､ 全 国

資 源 計 画 委 貞 会 (NationalResourcesPlanning Board)の ひ と りで あ っ た メ リ

アム に代 表 され る よ うに† 計画 を ｢人 間 の 能 力 を 解 放 し､ 機会 を広 げ､ そ して 人

間 の 自由 を 拡 大 す る ｣もの と理 解 す る 日 日｡ 行 政 責任 論 との関 係 で 言 えば､ フ ア

イ ナ - との 論争 で 知 られ､ 技 術 的知 識 に行 政 責任 の根 拠 を 求 め･る フ リー ドリヅ ヒ

(C.Friedrich)の 機能 的 責任 論 と結 び つ くで あ ろ う (12㌦

この よ うな イデ オ ロギ ー上 の 対 立 の な か で､ 事 実 レベ ル にお け る行 政 国家 化 の

進 行 に対 して､ 大 戦 直後 の計 画 理 論 は共 通 す る土 壌 を持 つ｡ 第 - に､ 秩 序 選 好 の

問題 に関 して は､ ｢自由対 計 画 ｣ とい う問 題 視 角 を否 定 し､ 計 画 行 動 の積 極 的意

義 を 擁 護 す る｡ 古 典 的行 政 理 論 の 中心 人物 で もあ っ たホ ワ イ ト (LD.White)は､

計 画 行 動 の 増 大 に伴 う行 政 官 の 責任 を 強 調 して い る こ とか ら､ 計 画 行 動 の必 然性

を肯 定 して い る と推 定 され る 日 3)｡ ま た､ サ イモ ン (H.A.Simon)は､ 公共 政策

等 の 根 本 的 争 点 に か かわ る計 画 行 動 と価 値 中立 的 な意 味 を 持 つ プ ログ ラ ムを わ け､

イデ オ ロギ ー 論 争 を 回避 しよ う とす る 日月)｡ 第 二 に､ 第 - の問 題 と密 接 に関 連 す

るが､ 計 画 行 動 を 行 政管 理 や 事 業 の 実 施 と関連 させ､ 価 値 中立 的､ 技 術 的 イ メー

ジで 理 解 され て い る｡ ホ ワイ トは全般 的計 画 とは別 に ｢実 施計 画 行 動 (program

planning)｣とい う概念 を 導 入 し tl5)､ サ イモ ン も広 範 な 計画 (broadplan)に

たい す る ｢よ り限 定 され た計 画 行 動 (morespecificplanning)｣ と い う考 え方

で イ デ オ ロ ギ ー論 争 を 回 避 しよ う とす る 日 6㌦ 第 三 に､ 計 画家 と行 政 との 関 係 と

して は､ 独 立 計 画 委 員会 方 式 を 否 定 し､ 計 画 担 当機 関 は 大 統領 に直接 責任 を追 う

べ き と考 え る｡

しか し､ 計 画 行 動 を価 値 中立 性 や 技 術 性 に よ っ て､ そ の 政治 性 か ら救 出す るこ

とは で きな い こ とは 明 白で あ る｡ 確 か に､ フ イフ ナ- (∫.M.Pfiffner)の よ うに

科 学 的管 理 法 の 流 れ を くむ考 え もあ るが 日 7:.､ ホ ワイ トは 実施 計 画 行 動 が 逆 に政
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策 に影 響 を 与 え る可 能性 を指 摘 し 日 8)､ サ イモ ンは計 画 行 動 も計 画 担 当機 関 も政

治 的 に申立 で は あ り得 な い と指 摘 す る (1∈')｡ 計 画 の イデ オ ロギ ー 的 中立 性 と計 画
1

行 動 自体 の 政拍 性 との矛 盾 は､ サ イモ ンに よれ ば､ 人 間 行 動の 二面性 で 説明 され

る｡ す な わ ち､ 究 極 の人 間行 動 と介 在 的 人 間行 動 で あ る 一二2匂:.｡ だが､.計 画 行 動 を

行 政 の 固有 の機 能 と して定着 させ よ う とす る この よ うな 努 力 は､ 結 局､ 政治 の機

能 を 行 政 内化 す る試 みで あ り､ 計 画 行 動 を 単 な る管 理 技 法 と しては抽 出で きな い

とい うこ とを暗示 す るもの で あ ろ う｡

3 計 画 行 動 の合 理性 と政 治 性

戦 後 の計 画 行 動 に関す る理論 動 向 は､ 主 と して意 志 決 定 論 と して現 れ るが､ そ

の先 駆 を な す サ イ モ ンの 意 志 決 定 論 は､ 前 述 の よ うに､ 満 足 モ デル ･意 志決 定 の

限界 を取 り入 れ な が ら､ 究極 的 には合 理 的 ･包 括 的意 志 決 定を 暗示 す る と共 に､

決 定 の場 にお ける政 治 過 程 の存 在 を 内包 す る もの で あ っ た｡ 1950年 代 後 半 か ら60

年代 の意 志 決 定 論 の 動向 は､ この よ うな二 面性 を 反 映 し､ シ ッ ク (A.Schick)の

表 現 を借 りるな ら､ ｢シ ス テ ム ｣指 向 対 ｢過 程 ｣指 向の 対 立 と して分 析 で き るで

あ ろ う く2日｡

シ ス テ ム指 向 とは､ 費 用 ･便 益 分 析 や PPBSの よ う に､ シ ス テム 分析 の 予算

編 成 過 程 へ の 導 入 と して現 れ た動 向で あ る｡ それ は､ 目的 の発 見､ 目的達成 の た

めの 代 替 案 の設 定､ 代替 案 相互 の費 用 と効 果 の分 析､ 優 先 順位 の決 定 とい うプ ロ

セ ス で意 志 決 定が な され るもの で あ る｡
∫

この過 程 で特 徴 的 な こ とは､ 目的 の 発 見 それ 自体が シ ス テム の なか に組 み込 ま

れ て い る こ とで あ る｡ た しか に､ シス テ ム 分析 の 推進 者 た ちは､ これが 政 治 家 の

選択 膿 の帽 を広 げ､ 個 々 の選 択 月支の根 拠 を よ り明 確 な もの にす る こ と によっ て､

政治 家 の決 定 に資 す る と主 張 す るが､ シス テ ム分 析 の 目的 が､ ニ ュー デ ィー ル 以

来 の利 益 集 団 の圧 力 によ って生 じた既 得権 益 や 浪 費 を排 除 し､ 効 率 的 な意志 決 定

の 実 現 をめ ざ した とい うこ とで あ る以 上､ この よ うな傾 向 は必 然 的 に行 政 の 政治

過程 へ の侵 入 を伴 うで あ ろ う｡

ま た､ シ ス テ ム分 析が 全 般 的 効 率 を め ざ す もの で あ る こ とは容 易 に読 み取 れ る

こ と■で あ るが､ これ を行 政組 織 との 関 連 で考 え る と､ トップ ･ダ ウ ン型 の決 定 方

式､ す な わ ち集権 型 の組 織 構 造 を前提 して い る と思 われ る｡ この よ うな構 造 の 下
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で は､ 一国民 と直接 接 触 す る部 門 にお け る裁 量 範 囲 は狭 め られ､ 政 策 分 析 担 当部 局､

と りわ け これ が 予 算 作成 過 程 と結 び つ く場 合､ 予 算 担 当部 局 に権 限が 集 中す る可
′

能性 を は らむ の で あ る｡

シ ス テ ム 指 向 が この よ うな 問 題 を は らむ 以 上､ 対 抗 理 論 が形 成 され るの は 当然

とい え よ う｡ シ ッ クの 言 う ｢過 程 ｣指 向が それ で あ り､ ウ イル ダ フス キ ー (A.

Wildavsky)と リ ン ドプ ロ ム (C.LindblDm)に代 表 され る理論 で あ る｡ ウ イルダ

フスキ ー は､ 効 率 の 研 究 を意 志 決 定 過 程 に まで拡 大 す る シ ステ ム分 析 を 批 判 し､

目的 は政 治 過 程 で の 利害 関係 者 間 の相 互 作 用 の結 果 明 らか にな るべ き もの と主 張

す る｡ 彼 の 予 算 論 との関 連 で 言 えば､ 予 算 過 程 の ア クタ ー が考 慮 すべ き計算 の 負

荷 は非 常 に 大 きいが､ 実 際 には政 治 とい う利 害 の 相 互 調 整 過■程 の な か で､ この 負

荷 を 大幅 に減 らす こ とが で きる｡ なぜ な ら､ 実現 可 能 な 代 替案 の数 は 限 られ てお

り､ 諸 政 策 は以 前 の政 策 の部分 的変 更 にす ぎず､ 特 定 の 政 策 に は比 較 的少 数 の利

益 集 団 しか 関連 し･て いな いか らで あ る (22㌦

また､ リ ン ドプ ロ ムは､ サ イ モ ンの 合 理 的 ･包 括 的決 定 モデ ル に対 して､ 漸 増

的 モ デ ル (incremental model)を提 唱 す る｡ リ ン ドプ ロ ム に よれば､ 漸 増 的 モ

デ ル は､ 合 理 モ デ ル と比 べ て､ 次 の 三 つ の 点 で特 徴 的 で あ る｡ 第 - に､ 現 実 へ の

適応 性 につ い てで あ る｡ 合 理 的 ･包 括 的 モ デ ル は あ くまで 理想 型 で あ って､ 実 際

の 政 策 決 定 過 程 で は手 嘩 一 目的 は分 離 され ず､ 価 値 や 政 策 も比 較 され ず､ 結 果 は

ただ現 状 か らの ｢僅 かな 変 化 (incrementalchange)｣ に す ぎ な い｡ その意 味 で

漸 増 的モ デ ル の方 が 記述 モ デ ル と して す ぐれ て い る｡ 第二 に､ 規 範 性 の 問鑑 で あ

る｡ 合 理 モ デ ル は､ 社会 には複 数 の意 志 決 定 主 体 が 自律 的､ 多 元 的 に存 在 す る と

い う単 純 な 事 実 を 見 落 と してお り､ 有 能 な テ クノ クラ ー トによ っ て 中 央 で 政 策 決

定 が な され る ｢全 体 主義 ｣の イ メー ジ と結 び つ くO そ こ■で は､ 人 間行 動 は素 材 化

され､ 素 材 化 困難 な 人 間 的諸 価 値 は､ 場 合 に よ っ て は権 力 的 に排 斥 され る可 能性

を持 つ｡ これ に'対 して､ 漸 増 的 モ デ ル は多 元 的民 主 主 義 を イ メー ジ した もの で､

吉者集 団や 諸 価 値 が 平 等 に存 在 す る こ とを前 提 とす る｡ そ の 意 味 で漸 増 モ デ ル の方

が 規 範 的 に もす ぐれ て い る｡ 第 三 に､ 計 画 を立案 す る個 人 の性 格 で あ る｡ す な わ

ち､ 合 理 的 モデ ル の 計画 家 は､ 広 範 な 視 野､ 新 規 か つ例 外 的着 想 を理 解 し､ 先 入

観 か ら解 放 され､ 悲 観 も楽 観 もせ ず､ 技 術 的 能 力 を持 つ､ いわ ば 万能 の 人 間 で あ

る｡ これ に対 して､ リン ドプ ロ ムの行 政 官 像 は､ 諸 利 害 の相互 調 塵 を 政 治 的 な ｢
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や り く り(muddling through)｣ に よ って実現 しよ うとす る行 動.様 式 を持 つ もの

で あ る (23)0

しか し､ リン ドプ ロムの批判 にもか か わ らず､ 計 画行 動 諭の 硯 城 で は､ 合 理 的

包括 的モ デ ルへ の指 向は依 然強 く､ リン ドプ ロム に対 して はむ しろ批 判 的 な評価

が 多 い｡ そ の理 由 は おそ ら く､ 計画 行 動が､ 憶 測 や 偶 然 性 に代 替 し得 る唯一 の手

段で あ り､ いわ ゆ る ｢行 政 国家 化 ｣の進 行 とい う現 実 に即 した もの で あ る と考 え

られ たか らで あ ろ う｡ また､ ロー ウ イ- (T.J.Lowi)の 主 張 す るよ うに､ 多元 主

義 的 民主主 義 は､ 行 政が 最強 の集 団の利 益 を追認 す る こ と にな り､ さ らに､ 漸増

モデ ルが持 つ現 実 の極度 な単純 化 と ｢神 の 見 えざ る手 ｣ へ の依 存 的傾 向 は､ 合理

性 に対 す る人 間の 自覚的営 みを 否 定 す る こ とにな って しま うか らで あ ろ う (L' d )0

この よ うな 問題 性 をsも とづ き､ 合 理 モ デル と漸増 モデ ル の 統合 とい う指 向が 生 ま

れ るの は､ 論 哩 的 な必然 性 を持 つ とも言 え るで あ ろ う｡

4 統 合 モ デル の形成

1960年 代 の 問題 意 識を 継承 す る統合 モデ ル には､ い くつ かの 傾 向が あ る｡ 第 一

に､ 合理 モ デル と漸 増モ デルの いわば 折衷 的 な解 決方法 で ある｡ その うちの 一つ

は混 合走 査 法 (mixedscanning)で､ 細部 に拘泥 しな い全 体 の文 脈 か ら決 定 す る

基本 的決 定 と､ この文脈 の範 囲 内での 漸 増 的決定 を組合 せ るこ とで得 られ る決 定

方法 で あ る｡ しか し､ この方法 は折 衷 的で あ るが 故 に､ その想 定 す る体 制 に矛盾

を は らむ可 能性 を 持 つ｡ なぜ な ら､ 合 理 モ デル は ｢全体 主 義 ｣ 的 イ メー ジを持 ち､

漸増 モデル は多元 主 義的 イ メー ジを持 つか らで あ る｡ この 点 につ いてエ ツツ イオ

-ニ (A,Etzioni)は､ リン ドプ ロムが 意 志決定 の合理 的 妥 当性 を合 意形成 に置

き換 えてお り､ 市 場 的選 択 を科 学 的探 求 に優先 させ る とい う問題 点を 指摘 した う

えで､ 妥 当性 と合 意 形成 が強 く関連 す るよ うな社 会､ 彼 の用語 に従 えば ｢活 性 化

社会 (activesociety)｣､ を想定 す るこ とで解 決 しよ う とす る (25㌦ もっ とも､

この ｢活 性 化 社 会 ｣.は､ 現 実 的 で はな く､ む しろユ ー トピア的 で あ る とい う非難

を まぬが れ得 な い で あろ う｡

も う一つ は､ 市 場 を包 括 的行 動へ と架橋 す る中 間領 域 を 設定 す る方 法 で あ る｡

漸増 モ デル の根底 にJは市 場 メカニ ズ ムの合 理性 へ の信仰 が 存在 す るよ うに読 みrrR

れ るが､ そ の根底 には､ 全体 的視 野 か らの規 制 は否定 され るか､ た と えあ っ た と
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して~も市場 メカニ ズ ムを 通 じて の調整 に優 越 す る もので は な い､ とい う理解 が あ

るよ うに思 われ る｡ ここか ら引 き出 され る視 点 は､ 合 理 的規制 を大局 と して の市

場 メカニ ズ ム と組 合 せ るケ イ ンズ主義 に類 似 す るが､ 問題 は計 画 行 動 担 当機 関 の

機 能 す る範 囲で あ ろ う｡ この点 につ い て メ イヤー ソ ン (M.M■eyerson)は､ 中央 に

お け る情報 収集 機 能､ 市 場 の危 険信号 を受 信 す る信 号受 信 機能､ 政策 の.鮮 明 化機

能､ 計画 展 開機能､ フ ィー ドバ ッ ク機 能 を あげ て い る (2ei)｡ た だ し､ これ らの提

案 は､ 現存 の計 画 行 動 を詳細化 しただ けで､ それ と同一様 の 問題 点を持 つ よ うに思

われ る｡

第 二 に､ 経験 的 な 方法 で あ る｡ この方 法 は､ 基 本 的 に は､ 合 理 的計 画行動 の可

能性 を楽 観 的 に肯 定 す るので もな けれ ば､ 人 間の認 識能 力 の限 界や計 画 と結 果 と

の落 差 を絶 対視 す る もの で もな い｡ 特 定 の 計 画行 動が機 能 す る環 境 的 諸要 因 を変

数化 し､ その相 互 関 係を経験 的 に分析 す る と共 に､ 経 験 の積 み 重 ねか ら仮 説 その

もの も改善 す る とい うもので あ る｡ た とえば､ ドロア (Y.Drdr)は､ 計画行 動 の

要 因 を一般 的環 境､ 計画 行動過 程 の主 蓮､ 計 画行 動単 位､ 計画 の最終 的形 式 の四

つ の第 一次 フ アセ ッ ト ( facet)に分 解 し､ さ らにそれ ぞ れの フ アセ ッ ト･の 削要

因を 規 定 す る｡ そ して､ それぞ れ の要 因 の どの よ うな組 合 せが 最 大の結 果 を生 ん

だか を経験 的 に検 討 す る と共 に､ それ ぞ れ の フ アセ ッ トの 数値 を操 作 す るこ とに

よっ て計画 行 動 の極 大化 を実現 しよ う とい うもの で あ る し27㌦ .しか し､ この 手続

きで は､ 現 実の な か で何 が最 大 かを不 問 に してい る点､ 個 々の 計 画 で得 られ た結

果が 一般 化 され得 るか とい う点､ 等 の 問題 が残 るで あ ろ う｡

ところで､ この よ うな 環 境要 因の変 数 化 とい う手続 きは､ 環 境 要 因 の一̀設定 の仕

方 に ようて い くつ か のバ リエ ー シ ョンを生 む可 能 性 を持 つ.ことは､̀ 容 易 に予 測 で

きるで あ ろ う｡ た と えば､ ポ ー ラ ン (氏.Bolan)は､ 計 画 行動 が作 動 す る文 化 要

因 と して､■計 画行 動 過程 で の役 割､ 決 定領 域 の性 格､ 計 画 行動 の戟 晦､ 係 争 点 の

属 性､ の四 つの要 因 をあげ て い る (28)｡ ま た､ フ リー ドマ ン (J.Friedman)は､

計画 行 動を 発展 的計 画行 動 (基 底 的政 策決 定 にか か わ る 自律的 計画行 動 ) と適応

的計 画行 動 (状況 依 存 的 計画 行 動 )にわ け､ それぞ れの作 動要 因を規 型化 しよ う

とす る (29)｡ これ らの計 画 行 動 論 には､ 経 験 的､ 適応 的 とい う漸 増 的傾 向 と､ 環

境要 因の係 数化､ 基 底 的政策決 定 とい う包 括 的合 理 的傾 向 の二 つ の傾 向 を念 頭 に

お い てお り､ 合理 的 モデ ル と漸 増 的 モ デル の統 合 が 意 識 されて い る と考 え られ る
/
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で あ ろ う｡

第 三 に､ 経験 的方 法 と重 な る部分 もあ るが､ その 中の計 画の 改善機 能 に重 点 を

お く､ いわば仮 説 改 善型 の方法 で あ る｡ こ こで は､ 予 測 と結果 が 食 い違 うの は計

画行 動 の 自然 的属 性 であ り､ それ ゆ え ｢よ い計画 行 動 ｣ とは､ その落 差 を敏 速 に

修復 す る柔 軟 な構 造 を持 つ もの で あ る､ と考 え られ る｡ この よ うな考 え方 は､ 70

年代 に隆盛 で あ っ た反官 僚 制 的 組織 論 や 参 加管理 論 と規 似 す る傾 向 を持 っ｡ た と

えば ラ ･ポ ー ト (T.冗.LaPorte)は､ 絶 えず 増大 す る現 代 社会 の不確 定要 因 を合

理 的 に予測 す る こ とは不 可 能 で あ り､ それ故､ 計画 行動 の 中に､ 失 敗 の経験 か ら

教訓 を 引 き出 し､ 次 の計 画行 動 へ 役 立 て る システ ムを組 み 入れ るこ とを主 張 す る｡

ここで は､ 階統 制 的 で閉鎖 的な 官僚機 構 で はな く､ た とえばホ ー ル (冗.rI.rlall)

のチ - ム理 論 の よ うな柔 軟 で開放 的 な組 織 が 前提 され て い るの で あ る (3 8㌦

また､ 参 加 の要 素 と しては､ 先 の フ リー ドマ ンは､ 計 画 行動 に ｢構 造 化 され た

競争 ｣を組 み込 む こ とに よって､ 多元 的傾 向 を持 ちなが ら包括 的 な計 画 の可 能性

を示 唆 す る｡ そ こで は､ 政府 の 役割が 一般 原則 や 政策 的誘 導 に限定 され､ そ の他

の政 策 は､ 分権 化 され た地方 政 府 や利 益 団体が､ 中央政府 の保 有 す る情 報 に 自由

に接 近 で きる とい う条件 の下 で､ 諸利 害 の調 停 を しなが ら立案 す るの で あ る (3日｡

その 他､ 都 市計画 を 独立 計画 委 員 会方 式 に よ って策定 す る とい うダ ビ ドフ (p.
I

Davidoff)(32)､ 公 共計 画 にマ イノ リテ ィの 利益 を反映 させ よ う とす る ビー テ ィ

ー (L.S.Peatie)に よる利 益代 弁 的計 画行 動 もその一 つ で あろ う(3:3)｡ ただ し､

これ らの理 論 も現 実 性 を 欠 くか､ また はエ リー ト内参加 にす ぎな い とい う反 官僚

制 諭 と同様 の批判 は まぬが れ得 な いで あ ろ う｡

5 お わ りに

これ まで ニ ュー デ ィー ル以 降 の計画 行 動 諭 を三 つの 時 代 区分 で概 観 して きた｡

第 一期 は､ 計画 と反 計画 とい う対立が､ 全 体主 義 か 自由主 義か とい うイデオ ロギ

ー的 問題 を 含 んだ ま ま､ ニ ュー デ ィー ルや 戦 争 とい う現 実が ｢自由の ための 計画 ｣

とい う論 理 を必然 化 した時代 で あ った とも言 え る｡ 第 二 期 は､ 合 理 的包 括 的決 定

をめ ざす シ ステ ム指 向 と多元 的 政治 過 程 の なか に合理 性 を 兄い だす過 程 指向 との

対立 が あ っ た｡ 60年 代 の ｢福祉 ｣増進 政策 とその失 敗 は､ 一方 で複雑 で錯綜 した

要 求 を合理 的 に処 理.す る必要性 と､ そ れが 絶 えず ｢政治 ｣によ らて反 逆 され る状
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況 を反 映 してお り､ ここ にシス テ ム指 向 に対 す る対 抗理 論 としての過 程 指 向 の論

理が 発生 す る原 因が あっ た｡ しか し､ 社 会 の複 雑 化 の進 行 に従 い､ 合 理 的な 計画

が 立 案 で きる条 件 が 減少 す る とい う状 況 が､ か え って計 画 の必 要 性 を 増 す とい う

逆説 的状況 が 発生 す る｡ その結 果が､ 第 三 期 にお ける統 合 理論 の形 成 に結 び つ く

ので あ る｡ だが､ これ らの理論 も､ 先 に見 て きた よ うに､ 必ず しも計 画 対反 計画､

シス テム対 過程 の 枠 組 み を越 え る もの で は なか っ た｡

とこ ろで､ この よ うな 状況 を 当初 の 問題 関心 との 関連 で 見 るな ら､ 計画行 動 の

必然 性 とそ の解 決 不 可能 性 と して表現 で きるで あ ろ う｡ す なわ ち､ 資 本主義 社 会

とは､ 生産 の社 会 性 を極 度 に押 し進 め る傾 向 を持 ち､ これが計 算可 能 性 に基 づ く

行 動､ 計画 行 動 の必 要性 を高 め る社会 で あ る｡ しか し､ 他 方､ 資 本主 義社 会 の も

う一 つ の特 徴 で あ る私有 財産制 は､ 無 政府 的競争 を生 み 出す｡ この ため､ 計 算 可

能性 を前 提 と した計 画行 動 も､ この無 政府 性 か ら生 まれ る偶然 性や 自然発生 性 の

ため に､ 常 に失 敗 の可 能 性 を持 つので あ る｡ これ を計画 行 動諭 と重 ね あわせ て考

え るな ら､ 合 理 的計 画の論理 は､ 資本 主 義 社 会 の 下で は､ 常 に私 的利 害 に基 づ く

政治 の論理 に反 逆 され る とい え よ う｡

現 代 にお け る ｢行 政 国家 ｣化 現象 を､ 統 治権 力 の正 当性 が行 政 の機 能性 に左 右

され る状況 とい う規 鐘 に従 うな ら､ そ れ は 自由主 義 的 =資 本主 義 的 国家 の危 機 に

対応 す る一 つ の解 決 策で あ る｡ そ して､ 現 代 国家 にお け る行政 機能 の本 質 の 一 つ

で あ る計画 行 動が､ この よ うな一矛盾 を は らむ もの で あ る とすれ ば､ それ は水 口の

言 う ｢危 機 管 理 の 危 機 ｣ とい う問題性 を示 唆 す る もの で あ るとも考 え られ るので

あ る (31)｡
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行動 ｣､ 『法学雑誌』23巻 3号､ 1976年｡ ｢行政国家の危機の諸相 ｣､田口富
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